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完了時期

新たな見直し完了時期の理由

58 告示 クロルデン等に係る特定計量
証明事業の認定基準

平成14年3月27日経
済産業省告示第145
号

経済産業省 3 表3 3ﾛ 現地調査 目視規制 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和6年4月、「デジタル原則を踏まえた計量法関係法
令の適用に係る解釈の明確化等について」（令和6年4
月17日付）の発出により、当該規定は調査においてシ
ステム等による資料提出やオンライン会議システム等
のデジタル技術を活用して行うことを妨げるものでは
ない旨を明示した。

59 告示 ダイオキシン類に係る特定計
量証明事業の認定基準

平成14年2月18日経
済産業省告示第77号

経済産業省 3 表3 3ﾛ 現地調査 目視規制 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和6年4月、「デジタル原則を踏まえた計量法関係法
令の適用に係る解釈の明確化等について」（令和6年4
月17日付）の発出により、当該規定は調査においてシ
ステム等による資料提出やオンライン会議システム等
のデジタル技術を活用して行うことを妨げるものでは
ない旨を明示した。

64 告示

計量法施行規則第五十一条第
四項及び第五十四条第三項の
規定に基づき経済産業大臣が
別に定める基準等について

平成27年4月1日経済
産業省告示第63号

経済産業省 別表第1-1 立入検査 目視規制 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和6年4月、「デジタル原則を踏まえた計量法関係法
令の適用に係る解釈の明確化等について」（令和6年4
月17日付）の発出により、当該規定は立入検査におい
てオンライン会議システムを活用した遠隔での情報収
集等、デジタル技術の活用を妨げるものではない旨を
明示した。

65 告示

計量法施行規則第五十一条第
四項及び第五十四条第三項の
規定に基づき経済産業大臣が
別に定める基準等について

平成27年4月1日経済
産業省告示第63号

経済産業省 別表第2-1 立入検査 目視規制 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和6年4月、「デジタル原則を踏まえた計量法関係法
令の適用に係る解釈の明確化等について」（令和6年4
月17日付）の発出により、当該規定は立入検査におい
てオンライン会議システムを活用した遠隔での情報収
集等、デジタル技術の活用を妨げるものではない旨を
明示した。

77 告示

特定市町村が計量法第十九条
の定期検査及び同法第百四十
八条の立入検査等の事務を行
う場合に必要となる計量器並
びに器具、機械又は装置及び
施設について

平成12年3月16日通
商産業省告示第118
号

経済産業省 本則 立入検査 目視規制 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和6年4月、「デジタル原則を踏まえた計量法関係法
令の適用に係る解釈の明確化等について」（令和6年4
月17日付）の発出により、当該規定は立入検査におい
てオンライン会議システムを活用した遠隔での情報収
集等、デジタル技術の活用を妨げるものではない旨を
明示した。

158 告示 第五種共同漁業権に係る特例
を定める件

平成18年1月25日環
境省告示第28号

環境省 第2条第3号ﾆ

特定外来生物の持
出し防止等のため
の巡視等の監視体
制の整備

目視規制 1-② 3 要 令和６年３月まで 完了済み

令和6年3月、特定外来生物の持出し防止等のための巡
視等の監視体制において、情報の収集やその評価等に
ついてデジタル技術を活用することが可能である旨を
「デジタル原則を踏まえた法の適用に係る解釈の明確
化等について」（令和６年３月22日付５ 環 バ 第 452
号、環自野発第2403229号） の 発出及びメールによる
周知 により明確化した。

177 告示 放射線監視等交付金交付規則
昭和49年11月29日科
学技術庁告示第6号

原子力規制委員
会

第12条第1項
交付金の交付に係
る現地調査

目視規制 1-② 2 要 令和６年３月まで 完了済み
令和６年３月に「補助金等に係る事務処理マニュア
ル」を改正して、現地調査等において、デジタル技術
を活用することを許容する旨の明確化を行った。

321 通知・通達 日本語教育機関の告示基準解
釈指針の策定について

平成28年8月5日法務
省管在第4707号

法務省
添付物 第1条第
45号

日本語教育機関へ
の実地調査

目視規制 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

教育機関が遠隔地にあるなど特段の事情がある場合に
は、相手方の同意の上でオンラインによる調査を
行うよう地方出入国在留管理局に対して示すととも
に、令和６年４月１日、入管庁ホームページ（URL：
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/ny
uukokukanri10_00187.html）において、実地に限らな
い「調査」と明記した「日本語教育機関の告示基準解
釈指針」を公表した。

322 通知・通達 更生保護施設整備に対する適
正な指導監督について

平成28年3月31日保
更第35号

法務省 第5-1
施設整備事業を実
施した法人の立入
検査

目視規制 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

本通達の立入検査の方法については、局長通達「更生
保護事業法施行規則の運用について」（以下「運用通
達」という。）における立入検査の方法を準用してい
るところ、令和５年１１月に運用通達を一部改正し、
立入検査の全部又は一部を対面によらない方法（具体
的にはオンライン会議システム等の技術を活用したオ
ンライン方式を想定）で実施できる旨を明記したた
め、本通達の立入検査の方法についても同様に、立入
検査の全部又は一部を対面によらない方法で実施でき
ることとなる。

402 通知・通達 栄養士法及び栄養士法施行規
則の運用に関する件

昭和23年2月6日公保
発第63号

厚生労働省 第2-2
規則第七条及び第
九条に規定する申
請書の実地調査

目視規制 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

栄養士養成施設の新規指定及び変更承認に係る申請書
が都道府県知事に提出された場合において、都道府県
知事による、認可の可否に対する厚生労働大臣への意
見を詳細に書くための実地調査は行っておらず、現在
の運用と一致していないことから、
令和６年３月、「「栄養士法及び栄養士法施行規則の
運用に関する件」の廃止について」（令和６年３月27
日付け厚生労働省健康・生活衛生局健康課長通知）の
発出により、「栄養士法及び栄養士法施行規則の運用
に関する件」（昭和23年２月６日付け公保発第63号厚
生省公衆保健局長通達）を廃止する旨を通知し、規定
上も当該実地調査の実施は必要でないことを明らかに
した。

520 通知・通達
鉱業法に基づく経済産業大臣
の処分に係る審査基準等につ
いて

平成24年3月15日資
第2号

経済産業省 第1-1(2)㉗
採掘出願又は採掘
申請についての実
地調査等

目視規制 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、当室のHPに「鉱業法等に関するデジタ
ル原則を踏まえたアナログ規制の見直しについて」を
掲載し、往訪縦覧については必要に応じてデジタル技
術を活用することや目視規制についてはデジタル技術
の活用を妨げるものではないことを明示した。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_a
nd_fuel/strategy/mining_act/analogminaoshi_kogyo.
pdf

521 通知・通達
鉱業法に基づく経済産業大臣
の処分に係る審査基準等につ
いて

平成24年3月15日資
第2号

経済産業省 第1-1(2)㉗

採掘転願について
の鉱業価値の有無
を認定する場合の
実地調査

目視規制 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、当室のHPに「鉱業法等に関するデジタ
ル原則を踏まえたアナログ規制の見直しについて」を
掲載し、往訪縦覧については必要に応じてデジタル技
術を活用することや目視規制についてはデジタル技術
の活用を妨げるものではないことを明示した。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_a
nd_fuel/strategy/mining_act/analogminaoshi_kogyo.
pdf

536 通知・通達 奄美群島振興交付金交付要綱
平成26年5月14日国
国地第64号

国土交通省 第26条
補助事業の遂行及
び支出状況の実地
検査

目視規制 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年４月11日に、交付金の交付を受ける補助事業
者である鹿児島県及び奄美群島広域事務組合に対し
て、本要綱に基づく実地検査については、デジタル技
術を活用した方法を許容する旨、メールによる周知を
行った。

537 通知・通達 小笠原諸島振興開発事業費補
助金交付要綱

昭和45年12月21日自
治振第24号

国土交通省 第14
補助事業の遂行及
び支出状況の実地
検査

目視規制 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年４月12日に、補助金の交付を受ける補助事業
者である東京都及び小笠原村に対して、本要綱に基づ
く実地検査については、デジタル技術を活用した方法
を許容する旨、メールによる周知を行った。

539 通知・通達 離島活性化交付金交付要綱
平成25年5月20日国
国離第23-2号

国土交通省 第16条
補助事業の遂行及
び支出状況の実地
検査

目視規制 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年5月13日及び15日に開催した「R6離島振興施
策に係る関係自治体担当者会議」において、本要綱に
基づく実地検査についてはデジタル技術を活用するこ
とが可能である旨の周知をおこなった。

557 通知・通達 豪雪地帯安全確保緊急対策交
付金交付要綱

令和3年12月20日国
国地第51号

国土交通省 第16条
補助事業の遂行及
び支出状況の実地
検査

目視規制 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和6年3月、「豪雪地帯安全確保緊急対策交付金事業
実施要綱及び豪雪地帯安全確保緊急対策交付金交付要
綱の改正について」（令和6年3月18日付国国地第108
号）により、実地検査においてデジタル技術（ウェア
ラブルカメラ及び音声通話の併用によるリアルタイム
動画通信並びに音声による質疑応答を可能とする手法
等）を活用することが可能である旨を明示した。

600 通知・通達 半島振興広域連携促進事業費
補助金交付要綱

平成27年4月9日国国
地半第53号

国土交通省 第16条
補助事業の遂行及
び支出状況の実地
検査

目視規制 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和6年3月、「半島振興広域連携促進事業費補助金交
付要綱」（令和6年3月22日付国国地半第27号）によ
り、実地検査においてデジタル技術（ウェアラブルカ
メラ及び音声通話の併用によるリアルタイム動画通信
並びに音声による質疑応答を可能とする手法等）を活
用することが可能である旨を明示した。

621 通知・通達 砂利採取計画認可準則につい
て

昭和43年10月2日43
化局491,建設省河政
発99

経済産業省
国土交通省

Ⅳ3(1)②ﾛ(ﾊ)
掘さく等の着手と
完了の際の立会検
査

目視規制 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和6年3月、「デジタル原則を踏まえた砂利採取法令
の適用に係る解釈の明確化等について」（令和6年3月
29日付事務連絡）の発出により、立会検査について
は、実地に赴いて行うことに限らず、オンライン会議
システム等のデジタル技術を活用して行うことを許容
する旨を明示した。

505 通知・通達 確定給付企業年金法に基づく
監査の実施について

平成22年11月1日年
発1101第1号

厚生労働省 別添3～6

地方厚生（支）局
長による企業年金
の実施事務所等に
対する実地監査

実地監査 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「確定給付企業年金法に基づく監査
の実施について」の一部改正について」（令和６年３
月29日年発0329第４号）の発出により、監査について
オンライン会議システム等のデジタル技術を活用した
方式により行うことが可能な旨を明示した。

507 通知・通達 厚生年金基金の実地監査につ
いて

平成25年3月28日年
企発0328第1号

厚生労働省 全般

地方厚生（支）局
長による厚生年金
基金の運営状況に
係る実地監査

実地監査 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「厚生年金基金の実地監査につい
て」の一部改正について」（令和６年３月29日年企発
0329第１号）の発出により、監査についてオンライン
会議システム等のデジタル技術を活用した方式により
行うことが可能な旨を明示した。

508 通知・通達 厚生年金基金の解散等及び清
算について

昭和50年2月19日年
発第236号

厚生労働省 第4　1

地方厚生（支）局
長による厚生年金
基金の運営状況に
係る実地監査

実地監査 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「厚生年金基金の解散等及び精算に
ついて」の一部改正について」（令和６年３月29日年
発0329第５号）の発出により、監査についてオンライ
ン会議システム等のデジタル技術を活用した方式によ
り行うことが可能な旨を明示した。

509 通知・通達 厚生年金基金の指導監督につ
いて

昭和42年5月27日年
発第580号

厚生労働省 2（2）①

地方厚生（支）局
長による厚生年金
基金の運営状況に
係る実地監査

実地監査 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「厚生年金基金の指導監督につい
て」の一部改正について」（令和６年３月29日年発
0329第６号）の発出により、監査についてオンライン
会議システム等のデジタル技術を活用した方式により
行うことが可能な旨を明示した。

514 通知・通達 国民年金基金の指導監督等に
ついて

平成3年12月12日年
発第6743号

厚生労働省 2　(2)

地方厚生（支）局
長による国民年金
基金の事業運営等
に関する実地監査

実地監査 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「国民年金基金の指導監督等につい
て」の一部改正について」（令和６年３月29日年発
0329第３号）の発出により、監査についてオンライン
会議システム等のデジタル技術を活用した方式により
行うことが可能な旨を明示した。

525 通知・通達 総合型確定給付企業年金の指
導等について

平成20年12月19日年
企発第1219001号

厚生労働省 3

地方厚生（支）局
長による企業年金
の実施事務所等に
対する実地監査

実地監査 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「総合型確定給付企業年金の指導監
督等について」の一部改正について」（令和６年３月
29日年企発0329第２号）の発出により、監査について
オンライン会議システム等のデジタル技術を活用した
方式により行うことが可能な旨を明示した。

526 通知・通達 農業者年金基金業務受託者事
務指導監査の実施について

昭和46年8月20日年
発第2170号

厚生労働省 別記　1

地方厚生（支）局
長による農業者年
金基金業務受託者
に対する指導監査

実地監査 1-② 2 要 令和６年３月まで 対応済み

平成22年の「行政事業レビュー」の結果、本通知は効
力を失っていたが、本通知の廃止を明示的に示すた
め、令和６年３月、「「農業者年金基金業務受託者事
務指導監査の実施について」の廃止について」（令和
６年３月29日年発0329第７号）の発出を行った。

527 通知・通達 農業者年金基金業務受託者事
務指導監査の実施について

昭和46年8月20日年
発第2170号

厚生労働省 別記　2　（1）

地方厚生（支）局
長による農業者年
金基金業務受託者
に対する指導監査

実地監査 1-② 2 要 令和６年３月まで 対応済み

平成22年の「行政事業レビュー」の結果、本通知は効
力を失っていたが、本通知の廃止を明示的に示すた
め、令和６年３月、「「農業者年金基金業務受託者事
務指導監査の実施について」の廃止について」（令和
６年３月29日年発0329第７号）の発出を行った。

アナログ規制を定める通知・通達等の点検対象条項のフォローアップ一覧表



No. 区分 題名 制定年月日及び番号 所管省庁名 条項等 規制等の内容概要
規制等の

類型
現在

Phase
見直後
Phase

　　　見直し要否
※見直し「否」かつ、現在Phase
が２又は３の条項は、見直しを要
さずともデジタル原則適合性が確

保できていることを確認済

　見直し完了時期
※「令和５年中」としてい
るものには、既に見直しが
完了しているものを含む。

見直しの状況 見直しの内容 見直し未了の理由 新たな見直し
完了時期

新たな見直し完了時期の理由

アナログ規制を定める通知・通達等の点検対象条項のフォローアップ一覧表

528 通知・通達 農業者年金基金業務受託者事
務指導監査の実施について

昭和46年8月20日年
発第2170号

厚生労働省 別記　2　（2）

地方厚生（支）局
長による農業者年
金基金業務受託者
に対する指導監査

実地監査 1-② 2 要 令和６年３月まで 対応済み

平成22年の「行政事業レビュー」の結果、本通知は効
力を失っていたが、本通知の廃止を明示的に示すた
め、令和６年３月、「「農業者年金基金業務受託者事
務指導監査の実施について」の廃止について」（令和
６年３月29日年発0329第７号）の発出を行った。

529 通知・通達 農業者年金基金業務受託者事
務指導監査の実施について

昭和46年8月20日年
発第2170号

厚生労働省 別記　3　（1）

地方厚生（支）局
長による農業者年
金基金業務受託者
に対する指導監査

実地監査 1-② 2 要 令和６年３月まで 対応済み

平成22年の「行政事業レビュー」の結果、本通知は効
力を失っていたが、本通知の廃止を明示的に示すた
め、令和６年３月、「「農業者年金基金業務受託者事
務指導監査の実施について」の廃止について」（令和
６年３月29日年発0329第７号）の発出を行った。

530 通知・通達 農業者年金基金業務受託者事
務指導監査の実施について

昭和46年8月20日年
発第2170号

厚生労働省 別記　3　（2）

地方厚生（支）局
長による農業者年
金基金業務受託者
に対する指導監査

実地監査 1-② 2 要 令和６年３月まで 対応済み

平成22年の「行政事業レビュー」の結果、本通知は効
力を失っていたが、本通知の廃止を明示的に示すた
め、令和６年３月、「「農業者年金基金業務受託者事
務指導監査の実施について」の廃止について」（令和
６年３月29日年発0329第７号）の発出を行った。

531 通知・通達 農業者年金基金業務受託者事
務指導監査の実施について

昭和46年8月20日年
発第2170号

厚生労働省 別記　4　（2）

地方厚生（支）局
長による農業者年
金基金業務受託者
に対する指導監査

実地監査 1-② 2 要 令和６年３月まで 対応済み

平成22年の「行政事業レビュー」の結果、本通知は効
力を失っていたが、本通知の廃止を明示的に示すた
め、令和６年３月、「「農業者年金基金業務受託者事
務指導監査の実施について」の廃止について」（令和
６年３月29日年発0329第７号）の発出を行った。

532 通知・通達 農業者年金基金業務受託者事
務指導監査の実施について

昭和46年8月20日年
発第2170号

厚生労働省 別記　4　（3）

地方厚生（支）局
長による農業者年
金基金業務受託者
に対する指導監査

実地監査 1-② 2 要 令和６年３月まで 対応済み

平成22年の「行政事業レビュー」の結果、本通知は効
力を失っていたが、本通知の廃止を明示的に示すた
め、令和６年３月、「「農業者年金基金業務受託者事
務指導監査の実施について」の廃止について」（令和
６年３月29日年発0329第７号）の発出を行った。

533 通知・通達 農業者年金基金業務受託者事
務指導監査の実施について

昭和46年8月20日年
発第2170号

厚生労働省 別記　5

地方厚生（支）局
長による農業者年
金基金業務受託者
に対する指導監査

実地監査 1-② 2 要 令和６年３月まで 対応済み

平成22年の「行政事業レビュー」の結果、本通知は効
力を失っていたが、本通知の廃止を明示的に示すた
め、令和６年３月、「「農業者年金基金業務受託者事
務指導監査の実施について」の廃止について」（令和
６年３月29日年発0329第７号）の発出を行った。

289 通知・通達 更生保護事業法施行規則の運
用について

平成14年6月10日保
更第357号

法務省
第五　二　立入
検査　㈠

更生保護法人への
定期的な立入検査

定期検査 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和５年１１月に局長通達「更生保護事業法施行規則
の運用について」を一部改正し、立入検査の全部又は
一部を対面によらない方法（具体的にはオンライン会
議システム等の技術を活用したオンライン方式を想
定）で実施できる旨を明記した。

290 通知・通達

戸籍法施行規則等の一部を改
正する省令の施行に伴う戸籍
の副本及び本籍人に関する戸
籍届書類の取扱いについて

平成28年3月22日民
一第296号

法務省
第一　四　戸籍
の副本の保存状
況の管理

戸籍関係書類の定
期点検

定期検査 1-① 3 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年２月に当該通達を改正（令和６年２月９日付
け法務省民一第３１７号法務省民事局長通達）し、定
期的に点検を行うのではなく、必要に応じて点検を行
うこととした。

291 通知・通達

戸籍法施行規則等の一部を改
正する省令の施行に伴う戸籍
の副本及び本籍人に関する戸
籍届書類の取扱いについて

平成28年3月22日民
一第296号

法務省
第二　四　本籍
人届書類の保存
状況の管理

戸籍関係書類の定
期点検

定期検査 1-① 3 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年２月に当該通達を改正（令和６年２月９日付
け法務省民一第３１７号法務省民事局長通達）し、定
期的に点検を行うのではなく、必要に応じて点検を行
うこととした。

371 通知・通達

水質基準に関する省令の制定
及び水道法施行規則の一部改
正等並びに水道水質管理にお
ける留意事項について

平成15年10月10日健
水発第1010001号

環境省
記　第４
２

水道の原水の定期
水質検査

定期検査 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み
原水におけるデジタル技術（連続測定装置）を活用し
た場合の水質検査結果の考え方について、令和6年3月
28日に事務連絡を発出。

389 通知・通達 有料老人ホームの設置運営標
準指導指針について

平成14年7月18日老
発第718003号

厚生労働省
本文
2（7）

有料老人ホームへ
の定期立入調査

定期検査 1-① 2 要 令和６年３月まで 完了済み

「有料老人ホームに対する定期的な立入調査の実施に
係るオンラインの活用について」（令和６年３月28日
付厚生労働省老健局高齢者支援課通知）を発出し、有
料老人ホームの設置者又は管理者等に対する定期的な
立入調査の実施に当たっては、ICT 等を活用してオンラ
インで実施することは差し支えない旨お示しした。

399 通知・通達 がんばる漁業復興支援事業実
施要領

平成23年11月21日水
管第1820号

農林水産省 第二　二
がんばる漁業復興
支援事業の事業実
施者への定期監査

定期検査 1-① 3 要 令和６年３月まで 完了済み
事業実施者への定期監査について、定期的な実施から
必要に応じて実施するよう令和６年３月にがんばる漁
業復興支援事業実施要領を一部改正した。

400 通知・通達 漁業改革推進集中プロジェク
ト運営事業実施要領

平成21年4月1日水管
第2908号

農林水産省

第二　中央プロ
ジェクト本部運
営事業
二　改革計画の
認定及び検証

認定改革計画の実
施状況に関する定
期調査

定期検査 1-① 3 要 令和６年３月まで 完了済み

認定改革計画の実施状況に関する定期調査について、
定期的な実施から必要に応じて実施するよう令和６年
３月に漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要
領を一部改正した。

401 通知・通達 漁業改革推進集中プロジェク
ト運営事業実施要領

平成21年4月1日水管
第2908号

農林水産省

第三　　地域プ
ロジェクト運営
事業
一　助成金の交
付

助成金の使用状況
に関する定期監査

定期検査 1-① 3 要 令和６年３月まで 完了済み

助成金の使用状況に関する定期監査について、定期的
な実施から必要に応じて実施するよう令和６年３月に
漁業改革推進集中プロジェクト運営事業実施要領を一
部改正した。

402 通知・通達 漁業復興支援運営事業実施要
領

平成23年11月21日水
管第1819号

農林水産省

第二　漁業復興
プロジェクト本
部運営事業
二　漁業復興計
画の認定

認定漁業復興計画
の実施状況に関す
る定期調査

定期検査 1-① 3 要 令和６年３月まで 完了済み

認定漁業復興計画の実施状況に関する定期調査につい
て、定期的な実施から必要に応じて実施するよう令和
６年３月に漁業復興支援運営事業実施要領を一部改正
した。

403 通知・通達 漁業復興支援運営事業実施要
領

平成23年11月21日水
管第1819号

農林水産省

第三　地域漁業
復興プロジェク
ト運営事業
一　助成金の交
付

助成金の使用状況
に関する定期監査

定期検査 1-① 3 要 令和６年３月まで 完了済み
助成金の使用状況に関する定期監査について、定期的
な実施から必要に応じて実施するよう令和６年３月に
漁業復興支援運営事業実施要領を一部改正した。

442 通知・通達 土木工事安全施工技術指針に
ついて

昭和43年4月17日官
技発第37号

国土交通省

別冊　土木工事
安全施工技術指
針(抄)
第五章　仮設工
事
第二節　土留・
支保工
2　施工時の安
全管理
(5)

仮設工事における
土留・支保工の定
期点検

定期検査 1-① 2 要 令和６年３月まで 未了

当該条項は労働安全衛生規則第373条（以下「安衛
則」）を引用しているものであり、その運用等につい
ても安衛則に従っているが、安衛則における見直しに
ついて、令和６年６月まで時間を要しているため。

令和６年６月 左記の理由により、 労働安全衛生規則第373条と同様の
見直し時期とすることが適当であるため。

75 通知・通達 日本語教育機関の告示基準の
策定について

平成28年7月22日法
務省管在第4361号

法務省
添付物　第1条
第12号

日本語教育機関に
おける教員の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年４月１日、入管庁ホームページ（URL：
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/ny
uukokukanri10_00187.html）において、「専任教員」
から「本務等教員」に変更した「日本語教育機関の告
示基準」を公表した。

102 通知・通達
民間事業者による在宅配食
サービスのガイドラインにつ
いて

平成8年5月13日老振
第46号

厚生労働省 2（1）

在宅配食サービス
事業所における調
理及び配食の各部
門の責任者の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「民間事業者による在宅配食サービスのガイドライ
ンについて」の一部改正について」（令和６年４月26
日老発0426第２号厚生労働省老健局長通知）におい
て、調理及び配食の各部門の責任者について、他の事
業所等との担当の兼務については、担当者としての職
務に支障がなければ差し支えない旨をお示しした。

103 通知・通達 特別養護老人ホームの設備及
び運営に関する基準について

平成12年3月17日老
発第214号

厚生労働省
第四
4（5）

特別養護老人ホー
ムにおける施設内
褥瘡予防対策を担
当する者の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
について」等の一部改正について」（令和６年３月29
日付老発0329第14号）を発出し、褥瘡予防対策担当
者・感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につ
いて、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業
所・施設等との担当の兼務については、担当者として
の職務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。

104 通知・通達 特別養護老人ホームの設備及
び運営に関する基準について

平成12年3月17日老
発第214号

厚生労働省
第四
12（2）1

特別養護老人ホー
ムにおける感染対
策担当者の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
について」等の一部改正について」（令和６年３月29
日付老発0329第14号）を発出し、褥瘡予防対策担当
者・感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につ
いて、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業
所・施設等との担当の兼務については、担当者として
の職務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。

105 通知・通達 特別養護老人ホームの設備及
び運営に関する基準について

平成12年3月17日老
発第214号

厚生労働省
第四
17（3）

特別養護老人ホー
ムにおける安全対
策を担当する者の
専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
について」等の一部改正について」（令和６年３月29
日付老発0329第14号）を発出し、褥瘡予防対策担当
者・感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につ
いて、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業
所・施設等との担当の兼務については、担当者として
の職務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。

144 通知・通達

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく指定障害福祉
サービスの事業等の人員、設
備及び運営に関する基準につ
いて

平成18年12月6日障
発第1206001号

厚生労働省
第七
1（1）1

指定重度障害者等
包括支援事業所に
おけるサービス提
供責任者の常駐

常駐専任 1-3 2-3 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「障害福祉サービス事業所・施設等に
おけるテレワークに関する留意事項について」（令和
６年３月29日付こ支障第90号・障障0329第４号）の発
出により、業務に支障が生じない範囲において、テレ
ワークにより業務を実施できる旨を明確化した。

145 通知・通達

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく指定障害福祉
サービスの事業等の人員、設
備及び運営に関する基準につ
いて

平成18年12月6日障
発第1206001号

厚生労働省 第五の3（2）

指定生活介護事業
所における介護に
従事する生活支援
員等の常駐

常駐専任 1-3 2-3 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「障害福祉サービス事業所・施設等に
おけるテレワークに関する留意事項について」（令和
６年３月29日付こ支障第90号・障障0329第４号）の発
出により、業務に支障が生じない範囲において、テレ
ワークにより業務を実施できる旨を明確化した。

146 通知・通達

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく指定障害福祉
サービスの事業等の人員、設
備及び運営に関する基準につ
いて

平成18年12月6日障
発第1206001号

厚生労働省
第八
3（2）2

指定生活介護事業
所における訓練に
従事する生活支援
員等の常駐

常駐専任 1-3 2-3 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「障害福祉サービス事業所・施設等に
おけるテレワークに関する留意事項について」（令和
６年３月29日付こ支障第90号・障障0329第４号）の発
出により、業務に支障が生じない範囲において、テレ
ワークにより業務を実施できる旨を明確化した。

154 通知・通達

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく指定障害者支援
施設等の人員、設備及び運営
に関する基準について

平成19年1月26日障
発第126001号

厚生労働省 第3の3（20）

指定障害者支援施
設等における介護
に従事する生活支
援員の常駐

常駐専任 1-3 2-3 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「障害福祉サービス事業所・施設等に
おけるテレワークに関する留意事項について」（令和
６年３月29日付こ支障第90号・障障0329第４号）の発
出により、業務に支障が生じない範囲において、テレ
ワークにより業務を実施できる旨を明確化した。

155 通知・通達

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律に基づく指定障害者支援
施設等の人員、設備及び運営
に関する基準について

平成19年1月26日障
発第126001号

厚生労働省 第3の3（21）

指定障害者支援施
設等における訓練
に従事する生活支
援員の常駐

常駐専任 1-3 2-3 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「障害福祉サービス事業所・施設等に
おけるテレワークに関する留意事項について」（令和
６年３月29日付こ支障第90号・障障0329第４号）の発
出により、業務に支障が生じない範囲において、テレ
ワークにより業務を実施できる旨を明確化した。

192 通知・通達
指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サー
ビスに関する基準について

平成18年3月31日老
計発0331004ほか

厚生労働省 4（6）5ロ

指定地域密着型介
護老人福祉施設に
おける施設内褥瘡
予防対策を担当す
る者の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る 基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、褥瘡予防対策担当者・
感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につい
て、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業所・
施設等との担当の兼務については、担当者としての職
務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。
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193 通知・通達
指定介護老人福祉施設の人
員、設備並びに運営に関する
基準について

平成12年3月17日老
企第43号

厚生労働省 第4　12（5）

指定介護老人福祉
施設における施設
内褥瘡予防対策を
担当する者の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る 基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、褥瘡予防対策担当者・
感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につい
て、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業所・
施設等との担当の兼務については、担当者としての職
務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。

194 通知・通達
介護老人保健施設の人員、施
設及び設備並びに運営に関す
る基準について

平成12年3月17日老
企44号

厚生労働省 第4　18（3）2

介護老人保健施設
における施設内褥
瘡予防対策を担当
する者の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る 基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、褥瘡予防対策担当者・
感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につい
て、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業所・
施設等との担当の兼務については、担当者としての職
務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。

195 通知・通達
介護医療院の人員、施設及び
設備並びに運営に関する基準
について

平成30年3月22日老
老発0332第1号ほか

厚生労働省 第5 18（3）2

介護医療院におけ
る施設内褥瘡予防
対策を担当する者
の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る 基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、褥瘡予防対策担当者・
感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につい
て、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業所・
施設等との担当の兼務については、担当者としての職
務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。

196 通知・通達
指定居宅サービス等の事業の
人員、設備及び運営に関する
基準について

平成11年9月17日老
企第25号

厚生労働省 3.（23）2イ

指定訪問介護事業
所における施設内
褥瘡予防対策を担
当する者の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る 基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、褥瘡予防対策担当者・
感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につい
て、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業所・
施設等との担当の兼務については、担当者としての職
務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。

197 通知・通達
指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サー
ビスに関する基準について

平成18年3月31日老
計発0331004ほか

厚生労働省 4.（24）2イ

指定定期巡回・随
時対応型訪問介護
看護事業所におけ
る感染対策担当者
の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る 基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、褥瘡予防対策担当者・
感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につい
て、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業所・
施設等との担当の兼務については、担当者としての職
務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。

198 通知・通達
指定介護老人福祉施設の人
員、設備並びに運営に関する
基準について

平成12年3月17日老
企第43号

厚生労働省 第4　30（2）1
指定介護老人福祉
施設における感染
対策担当者の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る 基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、褥瘡予防対策担当者・
感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につい
て、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業所・
施設等との担当の兼務については、担当者としての職
務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。

199 通知・通達
介護老人保健施設の人員、施
設及び設備並びに運営に関す
る基準について

平成12年3月17日老
企第44号

厚生労働省 第4　28（2）1
介護老人保健施設
における感染対策
担当者の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る 基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、褥瘡予防対策担当者・
感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につい
て、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業所・
施設等との担当の兼務については、担当者としての職
務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。

200 通知・通達

健康保険法等の一部を改正す
る法律附則第130条の2第1項
の規定によりなおその効力を
有するものとされた指定介護
療養型医療施設の人員、設備
及び運営に関する基準につい
て

平成12年3月17日老
企第45号

厚生労働省 第4　26（2）1

指定介護療養型医
療施設における感
染対策担当者の専
任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第
83号）附則第130条の2第1項で定める経過措置期限（令
和６年３月末）が到来し介護療養型医療施設が廃止さ
れ、合わせて当該基準も廃止されたため、常駐規制が
本件に適用されることはなくなったことを確認した。

201 通知・通達
介護医療院の人員、施設及び
設備並びに運営に関する基準
について

平成30年3月22日老
老発0332第1号ほか

厚生労働省 第5　28（2）1
介護医療院におけ
る感染対策担当者
の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る 基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、褥瘡予防対策担当者・
感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につい
て、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業所・
施設等との担当の兼務については、担当者としての職
務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。

202 通知・通達

指定介護予防支援等の人員及
び運営並びに指定介護予防支
援等に係る介護予防のための
効果的な支援の方法に関する
基準について

平成18年3月31日老
振発第0331003号ほ
か

厚生労働省 3.（16）イ

指定介護予防支援
等事業所における
感染対策担当者の
専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る 基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、褥瘡予防対策担当者・
感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につい
て、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業所・
施設等との担当の兼務については、担当者としての職
務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。

203 通知・通達

介護保険法施行規則第140条
の63の6第1号に規定する厚生
労働大臣が定める基準につい
て

令和3年老認発0319
第2号

厚生労働省 第1　六（1）

訪問型サービス事
業所等における感
染対策担当者の専
任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

当該通知は「介護保険法施行規則第140 条の 63 の６第
１号に規定する厚生労働大臣が定める基準について」
（令和６年３月15日老認発０３１５第４号）により令
和６年３月31日をもって廃止され、訪問型サービス事
業所等における感染対策担当者の専任に関する規定も
廃止されたため、専任規制が本件に適用されることは
なくなったことを確認した。

204 通知・通達 養護老人ホームの設備及び運
営に関する基準について

平成12年3月30日老
発307

厚生労働省 第五11（2）1
養護老人ホームに
おける感染対策担
当者の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
について」等の一部改正について」（令和６年３月29
日付老発0329第14号）を発出し、褥瘡予防対策担当
者・感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につ
いて、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業
所・施設等との担当の兼務については、担当者として
の職務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。

205 通知・通達 軽費老人ホームの設備及び運
営に関する基準について

平成20年5月30日老
発0530002

厚生労働省 第五12 （2）ア
軽費老人ホームに
おける感染対策担
当者の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
について」等の一部改正について」（令和６年３月29
日付老発0329第14号）を発出し、褥瘡予防対策担当
者・感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につ
いて、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業
所・施設等との担当の兼務については、担当者として
の職務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。

206 通知・通達
指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サー
ビスに関する基準について

平成18年3月31日老
計発0331004ほか

厚生労働省 4（6）5ロ

指定地域密着型介
護老人福祉施設に
おける安全対策を
担当する者の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る 基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、褥瘡予防対策担当者・
感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につい
て、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業所・
施設等との担当の兼務については、担当者としての職
務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。

207 通知・通達
指定介護老人福祉施設の人
員、設備並びに運営に関する
基準について

平成12年3月17日老
企第43号

厚生労働省 第4　37（5）

指定介護老人福祉
施設における事故
防止検討委員会の
安全対策を担当す
る者の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る 基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、褥瘡予防対策担当者・
感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につい
て、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業所・
施設等との担当の兼務については、担当者としての職
務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。
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見直後
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　　　見直し要否
※見直し「否」かつ、現在Phase
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保できていることを確認済
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完了時期

新たな見直し完了時期の理由

アナログ規制を定める通知・通達等の点検対象条項のフォローアップ一覧表

208 通知・通達
介護老人保健施設の人員、施
設及び設備並びに運営に関す
る基準について

平成12年3月17日老
企第44号

厚生労働省 第4　355

介護老人保健施設
における安全対策
を担当する者の専
任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る 基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、褥瘡予防対策担当者・
感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につい
て、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業所・
施設等との担当の兼務については、担当者としての職
務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。

209 通知・通達

健康保険法等の一部を改正す
る法律附則第130条の2第1項
の規定によりなおその効力を
有するものとされた指定介護
療養型医療施設の人員、設備
及び運営に関する基準につい
て

平成12年3月17日老
企第45号

厚生労働省 第4　325

指定介護療養型医
療施設における安
全対策を担当する
者の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第
83号）附則第130条の2第1項で定める経過措置期限（令
和６年３月末）が到来し介護療養型医療施設が廃止さ
れ、合わせて当該基準も廃止されたため、常駐規制が
本件に適用されることはなくなったことを確認した。

210 通知・通達
介護医療院の人員、施設及び
設備並びに運営に関する基準
について

平成30年3月22日老
老発0332第1号ほか

厚生労働省 第5　355
介護医療院におけ
る安全対策を担当
する者の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る 基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、褥瘡予防対策担当者・
感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につい
て、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業所・
施設等との担当の兼務については、担当者としての職
務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。

211 通知・通達 養護老人ホームの設備及び運
営に関する基準について

平成12年3月30日老
発307

厚生労働省 第5　16（5）
養護老人ホームに
おける安全対策を
担当する者の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
について」等の一部改正について」（令和６年３月29
日付老発0329第14号）を発出し、褥瘡予防対策担当
者・感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につ
いて、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業
所・施設等との担当の兼務については、担当者として
の職務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。

212 通知・通達 軽費老人ホームの設備及び運
営に関する基準について

平成20年5月30日老
発0530002

厚生労働省 第五 　18（5）
軽費老人ホームに
おける安全対策を
担当する者の専任

常駐専任 1-4 2-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
について」等の一部改正について」（令和６年３月29
日付老発0329第14号）を発出し、褥瘡予防対策担当
者・感染対策担当者・安全対策担当者の専任規定につ
いて、同一事業所内での複数担当の兼務や他の事業
所・施設等との担当の兼務については、担当者として
の職務に支障がなければ差し支えない旨お示しした。

300 通知・通達

内航運送に係る貨物利用運送
事業の登録及び許可の申請並
びに約款の認可申請等の処理
について

平成17年4月21日国
総貨複第22号

国土交通省

三　第二種貨物
利用運送事業の
許可の申請等
Ⅱ　許可（事業
計画変更認可）
に当たっての具
体的処理基準
4　集配事業計
画の適切性
⑴自己の車両で
集配をする場合
2　運行管理体
制並びに点検及
び整備管理体制
（自社の貨物自
動車運送事業か
らの併用部分を
除く。）

貨物自動車運送業
の事業所における
運行管理者の専任

常駐専任 2-2 2-2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、対面による点呼と同等の効果を有する
ものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示等
を改正し、営業所以外の場所（待合所等）においても
遠隔点呼等を行うことが可能となった。

301 通知・通達

外航運送に係る貨物利用運送
事業の登録及び許可の申請並
びに約款の認可申請等の処理
について

平成17年4月21日国
総貨複第23号

国土交通省

三　第二種貨物
利用運送事業
Ⅱ　許可（事業
計画変更認可）
に当たっての具
体的処理基準
4　集配事業計
画の適切性
⑴　自己の車両
で集配をする場
合
2　運行管理体
制並びに点検及
び整備管理体制
（自社の貨物自
動車運送事業か
らの併用の場合
を除く。）

貨物自動車運送業
の事業所における
運行管理者の専任

常駐専任 2-2 2-2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、対面による点呼と同等の効果を有する
ものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示等
を改正し、営業所以外の場所（待合所等）においても
遠隔点呼等を行うことが可能となった。

303 通知・通達 貨物自動車運送事業輸送安全
規則の解釈及び運用について

平成15年3月10日国
自貨/国自整/国自総
第118号

国土交通省
第一八条　運行
管理者の選任

貨物自動車運送業
の事業所における
運行管理者の専任

常駐専任 2-2 2-2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、対面による点呼と同等の効果を有する
ものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示等
を改正し、営業所以外の場所（待合所等）においても
遠隔点呼等を行うことが可能となった。

304 通知・通達

鉄道運送に係る貨物利用運送
事業の登録及び許可の申請並
びに約款の認可申請等の処理
について

平成15年3月18日国
総貨複第198号

国土交通省

二  第二種貨物
利用運送事業の
許可の申請等
Ⅲ 許可（事業
計画変更認可）
に当たっての具
体的処理基準
4 集配事業計画
の適切性
（1）自己の車
両で集配をする
場合
2 運行管理体制
並びに点検及び
整備管理体制
（自社の貨物自
動車運送事業か
らの併用の場合
を除く。）

貨物自動車運送業
の事業所における
運行管理者の専任

常駐専任 2-2 2-2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、対面による点呼と同等の効果を有する
ものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示等
を改正し、営業所以外の場所（待合所等）においても
遠隔点呼等を行うことが可能となった。

305 通知・通達

航空運送に係る貨物利用運送
事業の登録及び許可の申請並
びに約款の認可申請等の処理
について

平成15年3月18日国
総貨複第197号

国土交通省

1 国際航空に係
る利用運送事業
Ａ．国際一般混
載事業
（4）集配事業
計画の適切性
1 自己の車両で
集配をする場合
（ロ）運行管理
体制並びに点検
及び整備管理体
制（自社の貨物
自動車運送事業
からの併用部分
を除く。）

貨物自動車運送業
の事業所における
運行管理者の専任

常駐専任 2-2 2-2 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、対面による点呼と同等の効果を有する
ものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示等
を改正し、営業所以外の場所（待合所等）においても
遠隔点呼等を行うことが可能となった。

14 告示
児童福祉法第十三条第六項及
び第九項のこども家庭庁長官
が定める基準

平成29年3月31日厚
生労働省告示第131
号

こども家庭庁 題名 児童福祉司研修 対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

18 告示

障害児通所支援又は障害児入
所支援の提供の管理を行う者
として厚生労働大臣が定める
もの

平成24年3月30日厚
生労働省告示第230
号

こども家庭庁 第二号
児童発達支援管理
責任者
実践研修等

対面講習 2-1①
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「デジタル社会の実現に向けた重点
計画」を踏まえた相談支援従事者研修等の実施につい
て」（令和６年３月29日付事務連絡）の発出により、
研修受講の申込みや講義の受講、修了証等の発行等の
研修に係る手続きについて、ICT等を活用してオンライ
ンで実施することが可能である旨を明確化した。

77 告示

指定障害福祉サービスの提供
に係るサービス管理を行う者
として厚生労働大臣が定める
もの等

平成18年9月29日厚
生労働省告示第544
号

厚生労働省 第一号
サービス管理責任
者実践研修等

対面講習 2-1①
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「デジタル社会の実現に向けた重点
計画」を踏まえた相談支援従事者研修等の実施につい
て」（令和６年３月29日付事務連絡）の発出により、
研修受講の申込みや講義の受講、修了証等の発行等の
研修に係る手続きについて、ICT等を活用してオンライ
ンで実施することが可能である旨を明確化した。

380 告示
倉庫業法第三条の登録の基準
等に関する告示

平成14年1月31日国
土交通省告示第43号

国土交通省 第二十一条
倉庫管理主任者講
習

対面講習 2-1②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

「デジタル臨時行政調査会の「デジタル原則に照らし
た規制の一括見直しプラン」に基づく倉庫業法第３条
の登録の基準等に関する告示第２１条に基づく倉庫の
管理に関する講習の運用の見直しについて」（国自貨
第９９号）の発出により、倉庫管理主任者講習につい
てオンラインでの実施を可能とする見直しを行った。

384 告示

船舶職員及び小型船舶操縦者
法第二十三条の二第二項の規
定に基づく国土交通大臣が定
める小型旅客安全講習課程

平成15年5月22日国
土交通省告示第649
号

国土交通省 題名 小型旅客安全講習 対面講習 1-②
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「船舶職員及び小型船舶操縦者法」
及び「水先法」に基づき実施される講習事務等におけ
るデジタル技術の活用について」（令和６年３月29日
付国海技第６２０号）の発出により、講習申込、講習
受講、修了証発行の一連のプロセスをデジタル原則に
適合する手段によることを許容することを通知上明確
化する趣旨の見直しを行った。

385 告示
船舶職員及び小型船舶操縦者
法施行規則第百四十条の国土
交通大臣が告示で定める基準

平成15年5月22日国
土交通省告示第657
号

国土交通省 題名
再教育講習（小型
船舶操縦者）

対面講習 1-②
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「船舶職員及び小型船舶操縦者法」
及び「水先法」に基づき実施される講習事務等におけ
るデジタル技術の活用について」（令和６年３月29日
付国海技第６２０号）の発出により、講習申込、講習
受講、修了証発行の一連のプロセスをデジタル原則に
適合する手段によることを許容することを通知上明確
化する趣旨の見直しを行った。
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29 通知・通達
児童福祉司等及び要保護児童
対策調整機関の調整担当者の
研修等の実施について

平成29年3月31日雇
児発第331-16号

こども家庭庁 一

児童福祉司等及び
要保護児童対策調
整機関の調整担当
者の研修
（任用前、任用
後、SV、調整担当
者の４研修）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

30 通知・通達
児童福祉司等及び要保護児童
対策調整機関の調整担当者の
研修等の実施について

平成29年3月31日雇
児発第331-16号

こども家庭庁
一
（二）

児童福祉司等及び
要保護児童対策調
整機関の調整担当
者の研修
（任用後）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

31 通知・通達
児童福祉司等及び要保護児童
対策調整機関の調整担当者の
研修等の実施について

平成29年3月31日雇
児発第331-16号

こども家庭庁
四
（一回の定員）

児童福祉司等及び
要保護児童対策調
整機関の調整担当
者の研修
（任用前、任用
後、SV、調整担当
者の４研修）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

32 通知・通達
児童福祉司等及び要保護児童
対策調整機関の調整担当者の
研修等の実施について

平成29年3月31日雇
児発第331-16号

こども家庭庁
四
（五日程度の研
修）

児童福祉司等及び
要保護児童対策調
整機関の調整担当
者の研修
（任用前、任用
後、SV、調整担当
者の４研修）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

33 通知・通達
児童福祉司等及び要保護児童
対策調整機関の調整担当者の
研修等の実施について

平成29年3月31日雇
児発第331-16号

こども家庭庁
四
（二泊三日程度
の研修）

児童福祉司等及び
要保護児童対策調
整機関の調整担当
者の研修
（任用前、任用
後、SV、調整担当
者の４研修）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

34 通知・通達
児童福祉司等及び要保護児童
対策調整機関の調整担当者の
研修等の実施について

平成29年3月31日雇
児発第331-16号

こども家庭庁
四
（一回目と二回
目の研修）

児童福祉司等及び
要保護児童対策調
整機関の調整担当
者の研修
（任用前、任用
後、SV、調整担当
者の４研修）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

35 通知・通達
児童福祉司等及び要保護児童
対策調整機関の調整担当者の
研修等の実施について

平成29年3月31日雇
児発第331-16号

こども家庭庁
四
（研修の間は
六ヵ月以内）

児童福祉司等及び
要保護児童対策調
整機関の調整担当
者の研修
（任用前、任用
後、SV、調整担当
者の４研修）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

36 通知・通達
児童福祉司等及び要保護児童
対策調整機関の調整担当者の
研修等の実施について

平成29年3月31日雇
児発第331-16号

こども家庭庁
四
（研修等の一部
の科目）

児童福祉司等及び
要保護児童対策調
整機関の調整担当
者の研修
（任用前、任用
後、SV、調整担当
者の４研修）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

37 通知・通達
児童福祉司等及び要保護児童
対策調整機関の調整担当者の
研修等の実施について

平成29年3月31日雇
児発第331-16号

こども家庭庁

四
（近隣の都道府
県等で実施する
研修等）

児童福祉司等及び
要保護児童対策調
整機関の調整担当
者の研修
（任用前、任用
後、SV、調整担当
者の４研修）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

38 通知・通達
児童福祉司等及び要保護児童
対策調整機関の調整担当者の
研修等の実施について

平成29年3月31日雇
児発第331-16号

こども家庭庁
四
（一）

児童福祉司等及び
要保護児童対策調
整機関の調整担当
者の研修
（任用前、任用
後、SV、調整担当
者の４研修）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

39 通知・通達
児童福祉司等及び要保護児童
対策調整機関の調整担当者の
研修等の実施について

平成29年3月31日雇
児発第331-16号

こども家庭庁
四
（三）

児童福祉司等及び
要保護児童対策調
整機関の調整担当
者の研修
（任用後、SV、調
整担当者の３研
修）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

40 通知・通達
児童福祉司等及び要保護児童
対策調整機関の調整担当者の
研修等の実施について

平成29年3月31日雇
児発第331-16号

こども家庭庁
四
（SVの必要研
修）

児童福祉司等及び
要保護児童対策調
整機関の調整担当
者の研修
（任用前、SV）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

41 通知・通達
児童福祉司等及び要保護児童
対策調整機関の調整担当者の
研修等の実施について

平成29年3月31日雇
児発第331-16号

こども家庭庁
四
（六）

児童福祉司等及び
要保護児童対策調
整機関の調整担当
者の研修
（任用前、SV、指
定講習）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

42 通知・通達
児童福祉司等及び要保護児童
対策調整機関の調整担当者の
研修等の実施について

平成29年3月31日雇
児発第331-16号

こども家庭庁
全般
（研修等の基準
等）

児童福祉司等及び
要保護児童対策調
整機関の調整担当
者の研修
（任用前、任用
後、SV、調整担当
者の４研修）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

43 通知・通達
児童福祉司等及び要保護児童
対策調整機関の調整担当者の
研修等の実施について

平成29年3月31日雇
児発第331-16号

こども家庭庁

全般
（研修等の到達
目標、カリキュ
ラム）

児童福祉司等及び
要保護児童対策調
整機関の調整担当
者の研修
（任用前、任用
後、SV、調整担当
者の４研修）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

44 通知・通達
児童福祉司等及び要保護児童
対策調整機関の調整担当者の
研修等の実施について

平成29年3月31日雇
児発第331-16号

こども家庭庁
全般
（委託事業者）

児童福祉司等及び
要保護児童対策調
整機関の調整担当
者の研修
（任用前、任用
後、SV、調整担当
者の４研修）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

45 通知・通達
児童福祉司等及び要保護児童
対策調整機関の調整担当者の
研修等の実施について

平成29年3月31日雇
児発第331-16号

こども家庭庁
全般
（二）

児童福祉司等及び
要保護児童対策調
整機関の調整担当
者の研修
（任用後）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

46 通知・通達

児童福祉法第十三条第三項第
五号の厚生労働大臣が定める
講習会等の制定について（通
知）

平成29年3月31日雇
児発第331002号

こども家庭庁

第2　主な内容
1　児童福祉法
第十三条第三項
第五号の厚生労
働大臣が定める
講習会
(2)　内容

児童福祉司講習
（調整担当者）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

47 通知・通達

児童福祉法第十三条第三項第
五号の厚生労働大臣が定める
講習会等の制定について（通
知）

平成29年3月31日雇
児発第331002号

こども家庭庁

第2　主な内容
2　児童福祉法
第十三条第八項
の厚生労働大臣
が定める基準
(2)　内容
①児童福祉司一
般に係る研修の
基準

児童福祉司講習
（任用後）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

48 通知・通達

児童福祉法第十三条第三項第
五号の厚生労働大臣が定める
講習会等の制定について（通
知）

平成29年3月31日雇
児発第331002号

こども家庭庁

第2　主な内容
2　児童福祉法
第十三条第八項
の厚生労働大臣
が定める基準
(2)　内容
②指導及び教育
を担当する児童
福祉司に係る研
修の基準

児童福祉司講習
（SV）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

49 通知・通達

児童福祉法第十三条第三項第
五号の厚生労働大臣が定める
講習会等の制定について（通
知）

平成29年3月31日雇
児発第331002号

こども家庭庁 第1　趣旨
児童福祉司講習
（任用後、調整担
当者）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

50 通知・通達

児童福祉法第十三条第三項第
五号の厚生労働大臣が定める
講習会等の制定について（通
知）

平成29年3月31日雇
児発第331002号

こども家庭庁

第2　主な内容
2　児童福祉法
第十三条第八項
の厚生労働大臣
が定める基準
(1)　趣旨

児童福祉司講習
（任用後）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。
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51 通知・通達

児童福祉法第十三条第三項第
五号の厚生労働大臣が定める
講習会等の制定について（通
知）

平成29年3月31日雇
児発第331002号

こども家庭庁

第2　主な内容
3　児童福祉法
第二十五条の二
第八項の厚生労
働大臣が定める
基準
(1)　趣旨

児童福祉司講習
（調整担当者）

対面講習 1-②
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「児童福祉司等及び要保護児童対策
調整機関の調整担当者に研修等の実施について」の改
正について」（令和６年３月28日付こ支虐第138号）の
発出により、研修申込から修了者の記録までの一連の
プロセスについて、可能な限りデジタル原則に適合す
る手段によることを通知上明確化する趣旨の見直しを
行った。

61 通知・通達
新型コロナウイルス感染症へ
の対応に関する免許法認定講
習の実施方法の特例について

令和2年4月28日教教
人第10号

文部科学省 前文 免許法認定講習 対面講習
2-1①
2-1②
2-1③

2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

検討の結果、教育職員免許法施行規則の改正は不要と
判断し、令和５年12月、「令和６年度以降の免許法認
定講習等の遠隔による実施について（通知）」（令和
５年12月26日付５教教人第42号）により、対面による
免許法認定講習等に相当する教育効果を有すると開設
者において認めるものについては、令和６年度以降も
引き続き遠隔による免許法認定講習等として実施する
ことを認めることとした。また、免許法認定講習等の
受講申し込みや単位修得証明書等の発行、受講料の支
払い等の手続について、オンラインでの申込・支払手
続や、デジタル形式での各種書類の発行を積極的に検
討するよう周知した。

62 通知・通達
新型コロナウイルス感染症へ
の対応に関する免許法認定講
習の実施方法の特例について

令和2年4月28日教教
人第10号

文部科学省 別紙 免許法認定講習 対面講習
2-1①
2-1②
2-1③

2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

検討の結果、教育職員免許法施行規則の改正は不要と
判断し、令和５年12月、「令和６年度以降の免許法認
定講習等の遠隔による実施について（通知）」（令和
５年12月26日付５教教人第42号）により、対面による
免許法認定講習等に相当する教育効果を有すると開設
者において認めるものについては、令和６年度以降も
引き続き遠隔による免許法認定講習等として実施する
ことを認めることとした。また、免許法認定講習等の
受講申し込みや単位修得証明書等の発行、受講料の支
払い等の手続について、オンラインでの申込・支払手
続や、デジタル形式での各種書類の発行を積極的に検
討するよう周知した。

63 通知・通達
新型コロナウイルス感染症へ
の対応に関する免許法認定講
習の実施方法の特例について

令和2年4月28日教教
人第10号

文部科学省
別紙
講習を行う方法

免許法認定講習 対面講習
2-1①
2-1②
2-1③

2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

検討の結果、教育職員免許法施行規則の改正は不要と
判断し、令和５年12月、「令和６年度以降の免許法認
定講習等の遠隔による実施について（通知）」（令和
５年12月26日付５教教人第42号）により、対面による
免許法認定講習等に相当する教育効果を有すると開設
者において認めるものについては、令和６年度以降も
引き続き遠隔による免許法認定講習等として実施する
ことを認めることとした。また、免許法認定講習等の
受講申し込みや単位修得証明書等の発行、受講料の支
払い等の手続について、オンラインでの申込・支払手
続や、デジタル形式での各種書類の発行を積極的に検
討するよう周知した。

64 通知・通達
新型コロナウイルス感染症へ
の対応に関する免許法認定講
習の実施方法の特例について

令和2年4月28日教教
人第10号

文部科学省
別紙
テレビ会議シス
テム

免許法認定講習 対面講習
2-1①
2-1②
2-1③

2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

検討の結果、教育職員免許法施行規則の改正は不要と
判断し、令和５年12月、「令和６年度以降の免許法認
定講習等の遠隔による実施について（通知）」（令和
５年12月26日付５教教人第42号）により、対面による
免許法認定講習等に相当する教育効果を有すると開設
者において認めるものについては、令和６年度以降も
引き続き遠隔による免許法認定講習等として実施する
ことを認めることとした。また、免許法認定講習等の
受講申し込みや単位修得証明書等の発行、受講料の支
払い等の手続について、オンラインでの申込・支払手
続や、デジタル形式での各種書類の発行を積極的に検
討するよう周知した。

65 通知・通達
新型コロナウイルス感染症へ
の対応に関する免許法認定講
習の実施方法の特例について

令和2年4月28日教教
人第10号

文部科学省
別紙
オンライン教材

免許法認定講習 対面講習
2-1①
2-1②
2-1③

2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

検討の結果、教育職員免許法施行規則の改正は不要と
判断し、令和５年12月、「令和６年度以降の免許法認
定講習等の遠隔による実施について（通知）」（令和
５年12月26日付５教教人第42号）により、対面による
免許法認定講習等に相当する教育効果を有すると開設
者において認めるものについては、令和６年度以降も
引き続き遠隔による免許法認定講習等として実施する
ことを認めることとした。また、免許法認定講習等の
受講申し込みや単位修得証明書等の発行、受講料の支
払い等の手続について、オンラインでの申込・支払手
続や、デジタル形式での各種書類の発行を積極的に検
討するよう周知した。

94 通知・通達
相談支援従事者研修事業の実
施について

平成18年4月21日障
発第421001号

厚生労働省 頭書き
障害者ケアマネジ
メントの従事者に
対する研修等

対面講習 2-1①
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「デジタル社会の実現に向けた重点
計画」を踏まえた相談支援従事者研修等の実施につい
て」（令和６年３月29日付事務連絡）の発出により、
研修受講の申込みや講義の受講、修了証等の発行等の
研修に係る手続きについて、ICT等を活用してオンライ
ンで実施することが可能である旨を明確化した。

95 通知・通達
居宅介護職員初任者研修等に
ついて

平成19年1月30日障
発第130001号

厚生労働省

第1　居宅介護
職員初任者研修
等について
1　居宅介護職
員初任者研修等
の課程

居宅介護職員初任
者研修

対面講習 2-1①
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「デジタル社会の実現に向けた重点
計画」を踏まえた相談支援従事者研修等の実施につい
て」（令和６年３月29日付事務連絡）の発出により、
研修受講の申込みや講義の受講、修了証等の発行等の
研修に係る手続きについて、ICT等を活用してオンライ
ンで実施することが可能である旨を明確化した。

100 通知・通達
社会福祉士実習演習担当教員
講習会及び介護教員講習会の
実施について

平成20年11月11日社
援発第1111002号社
会・援護局長通知

厚生労働省 題名
社会福祉士実習演
習担当教員講習介
護教員講習

対面講習
2-1①
2-1②
2-1③

2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み
令和６年３月に事務連絡を発出し、オンラインと対面
実施を組み合わせる等による講習の実施や、受講に係
る手続きのオンライン活用について周知している。

101 通知・通達
サービス管理責任者研修事業
の実施について

平成18年8月30日障
発第0830004号

厚生労働省 別添
サービス管理責任
者研修

対面講習 2-1①
2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「「デジタル社会の実現に向けた重点
計画」を踏まえた相談支援従事者研修等の実施につい
て」（令和６年３月29日付事務連絡）の発出により、
研修受講の申込みや講義の受講、修了証等の発行等の
研修に係る手続きについて、ICT等を活用してオンライ
ンで実施することが可能である旨を明確化した。

102 通知・通達

「精神保健福祉士実習指導者
講習会の実施について」（平
成23年８月５日付け障発
0805第７号厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部長通
知）

平成23年８月５日付
け障発0805第７号厚
生労働省社会・援護
局障害保健福祉部長
通知

厚生労働省 全般
精神保健福祉士実
習指導者講習

対面講習
2-1①
2-1②
2-1③

2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み
講習会を実施する団体に対し、オンラインを活用して
講習会を実施できる旨を個別に連絡している。

368 通知・通達
計量法関係法令の解釈運用等
について

平成30年3月31日 経済産業省 C
指定製造事業者講
習

対面講習
2-1①
2-1②

2-1①
2-1②
2-1③

要 令和６年３月まで 完了済み

令和6年4月、「デジタル原則を踏まえた計量法関係法
令の適用に係る解釈の明確化等について」（令和6年4
月17日付）の発出により、当該講習会については申
込、講義、修了証発行等の各過程におけるオンライン
システムの導入等、デジタル技術の活用を推奨する旨
を周知した。

18 告示 理容業に関する標準営業約款
昭和59年10月18日厚
生省告示第179号

厚生労働省
第57条の13第2
項

標識の掲示義務 書面掲示 1-①
2-2①②

③
要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月「デジタル臨時行政調査会の「デジタル
原則」への生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興
に関する法律における対応について」（令和６年３月
27日健生衛発0327第2号）の発出により、書面掲示に限
らずインターネット等のデジタル技術を活用した掲示
が可能である旨を明示した。

19 告示 美容業に関する標準営業約款
昭和59年10月18日厚
生省告示第180号

厚生労働省
第57条の13第2
項

標識の掲示義務 書面掲示 1-①
2-2①②

③
要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月「デジタル臨時行政調査会の「デジタル
原則」への生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興
に関する法律における対応について」（令和６年３月
27日健生衛発0327第2号）の発出により、書面掲示に限
らずインターネット等のデジタル技術を活用した掲示
が可能である旨を明示した。

20 告示
クリーニング業に関する標準
営業約款

昭和58年3月26日厚
生省告示第68号

厚生労働省
第57条の13第2
項

標識の掲示義務 書面掲示 1-①
2-2①②

③
要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月「デジタル臨時行政調査会の「デジタル
原則」への生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興
に関する法律における対応について」（令和６年３月
27日健生衛発0327第2号）の発出により、書面掲示に限
らずインターネット等のデジタル技術を活用した掲示
が可能である旨を明示した。

25 告示
厚生労働大臣の定める利用者
等が選定する特別な居室等の
提供に係る基準等

平成12年3月30日厚
生省告示第123号

厚生労働省

利用申込者のサー
ビスの選択に資す
る重要事項の掲示
義務

書面掲示 1-① 3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、「書面掲示」に加えて
インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、事業
者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト
（法人のホームページ等又は情報公表システム上）に
掲載・公表しなければならない旨を明示した。

26 告示
めん類飲食店営業に関する標
準営業約款

平成17年1月21日厚
生労働省告示第6号

厚生労働省
第57条の13第2
項

標識の掲示義務 書面掲示 1-①
2-2①②

③
要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月「デジタル臨時行政調査会の「デジタル
原則」への生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興
に関する法律における対応について」（令和６年３月
27日健生衛発0327第2号）の発出により、書面掲示に限
らずインターネット等のデジタル技術を活用した掲示
が可能である旨を明示した。

27 告示
一般飲食店営業に関する標準
営業約款

平成17年1月21日厚
生労働省告示第7号

厚生労働省
第57条の13第2
項

標識の掲示義務 書面掲示 1-①
2-2①②

③
要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月「デジタル臨時行政調査会の「デジタル
原則」への生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興
に関する法律における対応について」（令和６年３月
27日健生衛発0327第2号）の発出により、書面掲示に限
らずインターネット等のデジタル技術を活用した掲示
が可能である旨を明示した。

187 通知・通達
更生保護事業法施行規則の運
用について

平成14年6月10日法
務省保更第357号

法務省
別紙　更生保護
法人標準定款
第１０章

更生保護法人の掲
示（公告）義務

書面掲示 1-① 3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

令和５年１１月に局長通達「更生保護事業法施行規則
の運用について」を一部改正し、更生保護法人が定め
る定款の標準定款において、公告の方法を原則ホーム
ページで行うことを明記した。

200 通知・通達 学校法人寄附行為作成例
昭和38年３月12日私
立大学審議会決定

文部科学省 第77条
学校法人の掲示
（公告）義務

書面掲示 2-4①② 3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

学校法人寄附行為作成例を改正（令和５年８月２３日
大学設置・学校法人審議会（学校法人分科会）決定）
し、学校法人の公告の方法について、「この法人の公
告は、この法人のホームページに掲載する方法により
行う。」と定めた。

214 通知・通達
老人憩の家の設置運営につい
て

昭和40年4月5日社老
第88号

厚生労働省
別紙2
6

利用手続等の掲示
義務

書面掲示 1-① 3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「老人憩の家の設置運営について 」の一部改正につ
いて」（令和６年３月29日付老発0329第４号）を発出
し、「書面掲示」に加えてインタネット上での情報の
閲覧が完結するよう、老人憩の家においては、利用手
続等をウェブサイトに掲載しなければならない旨を明
示した。
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215 通知・通達
特別養護老人ホームの設備及
び運営に関する基準について

平成12年3月17日老
発第214号

厚生労働省

第四　処遇に関
する事項
15　苦情処理
(1)

苦情の申出先等の
掲示義務

書面掲示 2-4① 3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
について」等の一部改正について」（令和６年３月29
日付老発0329第14号）を発出し、「書面掲示」に加え
てインターネット上で情報の閲覧が完結するよう、事
業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト
（法人のホームページ等又は情報公表システム上）に
掲載・公表しなければならない旨を明示した。

216 通知・通達

指定居宅サービスに要する費
用の額の算定に関する基準
（訪問通所サービス及び居宅
療養管理指導に係る部分）及
び指定居宅介護支援に要する
費用の額の算定に関する基準
の制定に伴う実施上の留意事
項について

平成12年3月1日老企
第36号

厚生労働省
第一　届出手続
の運用
２

届出事項の掲示義
務

書面掲示 1-① 3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、「書面掲示」に加えて
インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、事業
者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト
（法人のホームページ等又は情報公表システム上）に
掲載・公表しなければならない旨を明示した。

218 通知・通達
環境衛生営業相談室の運営に
ついて

昭和52年5月21日環
指第60号

厚生労働省

別紙
環境衛生営業相
談室の運営につ
いて
第二　設置
1　所在の表示

相談室の所在の掲
示義務

書面掲示 2-4① 2-4①② 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月「デジタル臨時行政調査会の「デジタル
原則」への生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興
に関する法律における対応について」（令和６年３月
27日健生衛発0327第2号）の発出により、書面掲示に限
らずインターネット等のデジタル技術を活用した掲示
が可能である旨を明示した。

222 通知・通達
地区環境衛生営業相談室の運
営について

昭和62年7月1日衛指
第137-2号

厚生労働省

〔別紙〕
地区環境衛生営
業相談室設置運
営要領
第二　設置
一　開設日の表
示

相談室の所在の掲
示義務

書面掲示 2-4① 2-4①② 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月「デジタル臨時行政調査会の「デジタル
原則」への生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興
に関する法律における対応について」（令和６年３月
27日健生衛発0327第2号）の発出により、書面掲示に限
らずインターネット等のデジタル技術を活用した掲示
が可能である旨を明示した。

287 通知・通達
指定居宅サービス等の事業の
人員、設備及び運営に関する
基準について

平成11年9月17日老
企第25号

厚生労働省
3.運営に関する
基準　(23)　苦
情処理①

相談窓口等の掲示 書面掲示 2-4① 3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、「書面掲示」に加えて
インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、事業
者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト
（法人のホームページ等又は情報公表システム上）に
掲載・公表しなければならない旨を明示した。

288 通知・通達
指定地域密着型サービス及び
指定地域密着型介護予防サー
ビスに関する基準について

平成18年3月31日老
計発0331004ほか

厚生労働省
3.運営に関する
基準　(28)　苦
情処理①

相談窓口等の掲示 書面掲示 2-4① 3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、「書面掲示」に加えて
インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、事業
者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト
（法人のホームページ等又は情報公表システム上）に
掲載・公表しなければならない旨を明示した。

289 通知・通達
指定居宅介護支援等の事業の
人員及び運営に関する基準に
ついて

平成11年7月29日老
企第22号

厚生労働省
3.運営に関する
基準（20）苦情
処理④

相談窓口等の掲示 書面掲示 2-4① 3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、「書面掲示」に加えて
インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、事業
者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト
（法人のホームページ等又は情報公表システム上）に
掲載・公表しなければならない旨を明示した。

290 通知・通達
指定介護老人福祉施設の人
員、設備並びに運営に関する
基準について

平成12年3月17日老
企第43号

厚生労働省
第4　運営に関
する基準　35
苦情処理

相談窓口等の掲示 書面掲示 2-4① 3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、「書面掲示」に加えて
インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、事業
者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト
（法人のホームページ等又は情報公表システム上）に
掲載・公表しなければならない旨を明示した。

291 通知・通達
介護老人保健施設の人員、施
設及び設備並びに運営に関す
る基準について

平成12年3月17日老
企第44号

厚生労働省
第4　運営に関
する基準　33
苦情処理

相談窓口等の掲示 書面掲示 2-4① 3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、「書面掲示」に加えて
インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、事業
者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト
（法人のホームページ等又は情報公表システム上）に
掲載・公表しなければならない旨を明示した。

292 通知・通達

健康保険法等の一部を改正す
る法律附則第130条の2第1項
の規定によりなおその効力を
有するものとされた指定介護
療養型医療施設の人員、設備
及び運営に関する基準につい
て

平成12年3月17日老
企第45号

厚生労働省
第4　運営に関
する基準　30
苦情処理

相談窓口等の掲示 書面掲示 2-4① 3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月末での介護療養型医療施設の廃止（経過
措置期限の到来）により、介護療養型医療施設は存在
せず同規定の掲示は今後生じないものであることを確
認した。

293 通知・通達

指定介護予防支援等の人員及
び運営並びに指定介護予防支
援等に係る介護予防のための
効果的な支援の方法に関する
基準について

平成18年3月31日老
振発第0331003号ほ
か

厚生労働省
3.運営に関する
基準（20）苦情
処理④

相談窓口等の掲示 書面掲示 2-4① 3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関す
る基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福
祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について」（令和６
年３月15日付老高発0315第１号、老認発0315第１号、
老老発0315第１号）を発出し、「書面掲示」に加えて
インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、事業
者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト
（法人のホームページ等又は情報公表システム上）に
掲載・公表しなければならない旨を明示した。

294 通知・通達
軽費老人ホームの設備及び運
営に関する基準について

平成20年5月30日老
発0530002

厚生労働省
第4　運営に関
する基準16苦情
処理（1）

相談窓口等の掲示 書面掲示 2-4① 3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
について」等の一部改正について」（令和６年３月29
日付老発0329第14号）を発出し、「書面掲示」に加え
てインターネット上で情報の閲覧が完結するよう、事
業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト
（法人のホームページ等又は情報公表システム上）に
掲載・公表しなければならない旨を明示した。

6 告示

租税特別措置法施行令第二十
六条の二十八の二第三項の規
定に基づく文部科学大臣又は
文部科学大臣及び総務大臣が
財務大臣とそれぞれ協議して
定める要件及び方法

平成28年5月6日総務
省 / 文部科学省告示
第2号

文部科学省 第1項

修学支援基金名称
等確認書類及び修
学支援基金明細書
の閲覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了
見直し内容についての検討や関係機関との調整に時間
を要しているため。

令和６年６月 現在、関係先と調整しながら、詳細の検討、見直しを
進めているため。

7 告示

租税特別措置法施行令第二十
六条の二十八の二第四項の規
定に基づく文部科学大臣又は
文部科学大臣及び総務大臣が
財務大臣とそれぞれ協議して
定める要件及び方法

令和2年3月31日総務
省 / 文部科学省告示
第1号

文部科学省 本則

研究等支援基金名
称等確認書類及び
研究等支援基金明
細書の閲覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了
見直し内容についての検討や関係機関との調整に時間
を要しているため。

令和６年６月 現在、関係先と調整しながら、詳細の検討、見直しを
進めているため。

68 告示
京都市歴史的風土保存区域の
指定

平成7年6月15日総理
府告示第37号

国土交通省 本則
京都市歴史的風土
保存区域を表示す
る図面に係る縦覧

往訪閲覧
2-4①
2-4②

3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「歴史的風土保存区域を表示する図面に係る縦覧にお
けるデジタル技術の活用について（周知）」の発出に
より、当該縦覧については、物理的な方法による縦覧
を行う場合であっても、併せてインターネット等の電
磁的方法による縦覧を行うことを基本とすることを明
示した。

69 告示
奈良市歴史的風土保存区域の
指定

昭和41年12月14日総
理府告示第49号

国土交通省 本則
奈良市歴史的風土
保存区域を表示す
る図面に係る縦覧

往訪閲覧
2-4①
2-4②

3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「歴史的風土保存区域を表示する図面に係る縦覧にお
けるデジタル技術の活用について（周知）」の発出に
より、当該縦覧については、物理的な方法による縦覧
を行う場合であっても、併せてインターネット等の電
磁的方法による縦覧を行うことを基本とすることを明
示した。

70 告示
天理市、橿原市及び桜井市歴
史的風土保存区域の指定

昭和55年12月27日総
理府告示第39号

国土交通省 本則

天理市、橿原市及
び桜井市歴史的風
土保存区域を表示
する図面に係る縦
覧

往訪閲覧
2-4①
2-4②

3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「歴史的風土保存区域を表示する図面に係る縦覧にお
けるデジタル技術の活用について（周知）」の発出に
より、当該縦覧については、物理的な方法による縦覧
を行う場合であっても、併せてインターネット等の電
磁的方法による縦覧を行うことを基本とすることを明
示した。

71 告示
奈良県生駒郡斑鳩町歴史的風
土保存区域の指定

昭和41年12月14日総
理府告示第51号

国土交通省 本則

奈良県生駒郡斑鳩
町歴史的風土保存
区域を表示する図
面に係る縦覧

往訪閲覧
2-4①
2-4②

3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「歴史的風土保存区域を表示する図面に係る縦覧にお
けるデジタル技術の活用について（周知）」の発出に
より、当該縦覧については、物理的な方法による縦覧
を行う場合であっても、併せてインターネット等の電
磁的方法による縦覧を行うことを基本とすることを明
示した。

72 告示
鎌倉市歴史的風土保存区域の
指定

平成12年3月17日総
理府告示第12号

国土交通省 本則
鎌倉市歴史的風土
保存区域を表示す
る図面の閲覧

往訪閲覧
2-4①
2-4②

3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「歴史的風土保存区域を表示する図面に係る縦覧にお
けるデジタル技術の活用について（周知）」の発出に
より、当該縦覧については、物理的な方法による縦覧
を行う場合であっても、併せてインターネット等の電
磁的方法による縦覧を行うことを基本とすることを明
示した。

90 告示
大津市歴史的風土保存区域の
指定

平成16年6月15日国
土交通省告示第659
号

国土交通省 本則
大津市歴史的風土
保存区域を表示す
る図面の縦覧

往訪閲覧
2-4①
2-4②

3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

「歴史的風土保存区域を表示する図面に係る縦覧にお
けるデジタル技術の活用について（周知）」の発出に
より、当該縦覧については、物理的な方法による縦覧
を行う場合であっても、併せてインターネット等の電
磁的方法による縦覧を行うことを基本とすることを明
示した。
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　　　見直し要否
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アナログ規制を定める通知・通達等の点検対象条項のフォローアップ一覧表

97 告示
石綿含有一般廃棄物等に係る
無害化処理の内容等の基準等

平成18年7月26日環
境省告示第99号

環境省 第十条
石綿含有一般廃棄
物等の無害化処理
に係る記録の閲覧

往訪閲覧 1-① 3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年２月、「環境省の所管する法令に係る民間事
業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の
利用に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」
（令和６年環境省令第６号）により、民間事業者等
（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信
の技術の利用に関する法律第２条第１号の民間事業者
等をいう。）は、書面の縦覧等に代えて当該書面に係
る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記
載した書類の縦覧等を行うことができることとした。

98 告示
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃
棄物に係る無害化処理の内容
等の基準等

平成21年11月10日環
境省告示第69号

環境省 第九条

低濃度ポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の
無害化処理に係る
記録の閲覧

往訪閲覧
2-4①
2-4②

3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年２月、「環境省の所管する法令に係る民間事
業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の
利用に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」
（令和６年環境省令第６号）により、民間事業者等
（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信
の技術の利用に関する法律第２条第１号の民間事業者
等をいう。）は、書面の縦覧等に代えて当該書面に係
る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記
載した書類の縦覧等を行うことができることとした。

100 通知・通達
金融商品取引業者等向けの総
合的な監督指針

平成19年8月1日 金融庁
Ⅲ－２－３－４
（２）

説明書類の閲覧 往訪閲覧
2-4①
2-4②

3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「金融商品取引業者等向けの総合的な
監督指針」の改正により、民間事業者が縦覧に供する
ことが定められている資料について、往訪を前提とし
た規定を削除するとともに、可能な限りデジタル手段
を利用して縦覧に供することを促す規定を追加した。

109 通知・通達
主要行等向けの総合的な監督
指針

平成17年10月26日 金融庁
Ⅷ－４－２－７
－２（５）

銀行代理業者に関
する報告書の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

110 通知・通達
主要行等向けの総合的な監督
指針

平成17年10月26日 金融庁
Ⅷ－４－２－７
－２（２）

銀行代理業者に関
する報告書の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

111 通知・通達
中小・地域金融機関向けの総
合的な監督指針

平成18年1月1日 金融庁
Ⅳ－４－２－７
－２

銀行代理業者に関
する報告書の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

113 通知・通達 信用格付業者向けの監督指針 平成22年4月1日 金融庁
Ⅲ－３－１
（７）③

信用格付業者登録
簿の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

114 通知・通達 信用格付業者向けの監督指針 平成22年4月1日 金融庁
Ⅲ－３－１
（７）④

信用格付業者登録
簿の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

115 通知・通達 信用格付業者向けの監督指針 平成22年4月1日 金融庁
Ⅲ－３－１
（７）⑤

信用格付業者登録
簿の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

116 通知・通達 信用格付業者向けの監督指針 平成22年4月1日 金融庁
Ⅲ－３－１
（７）⑥

信用格付業者登録
簿の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

117 通知・通達
金融商品取引業者等向けの総
合的な監督指針

平成19年8月1日 金融庁
Ⅲ－３－１
（９）④

金融商品取引業者
登録簿の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

118 通知・通達
金融商品取引業者等向けの総
合的な監督指針

平成19年8月1日 金融庁
Ⅲ－３－１
（９）⑤

金融商品取引業者
登録簿の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

119 通知・通達
金融商品取引業者等向けの総
合的な監督指針

平成19年8月1日 金融庁
Ⅲ－３－１
（９）⑥

金融商品取引業者
登録簿の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

120 通知・通達
金融商品取引業者等向けの総
合的な監督指針

平成19年8月1日 金融庁
Ⅲ－３－１
（９）⑦

金融商品取引業者
登録簿の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

121 通知・通達
少額短期保険業者向けの監督
指針

平成18年4月1日 金融庁
Ⅲ－２－１
（５）①

少額短期保険業者
登録簿の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

122 通知・通達
少額短期保険業者向けの監督
指針

平成18年4月1日 金融庁
Ⅲ－２－１
（５）③

少額短期保険業者
登録簿の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

123 通知・通達
少額短期保険業者向けの監督
指針

平成18年4月1日 金融庁
Ⅲ－２－１
（５）④

少額短期保険業者
登録簿の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

124 通知・通達
少額短期保険業者向けの監督
指針

平成18年4月1日 金融庁
Ⅲ－２－１
（５）⑤

少額短期保険業者
登録簿の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

125 通知・通達
少額短期保険業者向けの監督
指針

平成18年4月1日 金融庁
Ⅲ－２－１
（５）⑥

少額短期保険業者
登録簿の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

126 通知・通達
少額短期保険業者向けの監督
指針

平成18年4月1日 金融庁
Ⅲ－２－１
（５）⑦

少額短期保険業者
登録簿の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

127 通知・通達
信託会社等に関する総合的な
監督指針

平成18年1月1日 金融庁
５－２－３
（４）⑤

管理型信託会社登
録簿の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

128 通知・通達
信託会社等に関する総合的な
監督指針

平成18年1月1日 金融庁
５－２－３
（４）⑦

管理型信託会社登
録簿の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

129 通知・通達
主要行等向けの総合的な監督
指針

平成17年10月26日 金融庁
Ⅷ－４－２－７
－２（１）

銀行代理業者に関
する報告書の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

130 通知・通達
主要行等向けの総合的な監督
指針

平成17年10月26日 金融庁
Ⅷ－４－２－７
－２（３）

銀行代理業者に関
する報告書の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

131 通知・通達
主要行等向けの総合的な監督
指針

平成17年10月26日 金融庁 Ⅷ－５－２－３
銀行代理業者に関
する原簿の閲覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「主要行等向けの総合的な監督指針」
の改正により、民間事業者が縦覧に供することが定め
られている資料について、往訪を前提とした規定を削
除するとともに、可能な限りデジタル手段を利用して
縦覧に供することを促す規定を追加した。

132 通知・通達
中小・地域金融機関向けの総
合的な監督指針

平成18年1月1日 金融庁
Ⅳ－１－５－２
－３

銀行代理業者に関
する原簿の閲覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「中小・地域金融機関向けの総合的な
監督指針」の改正により、民間事業者が縦覧に供する
ことが定められている資料について、往訪を前提とし
た規定を削除するとともに、可能な限りデジタル手段
を利用して縦覧に供することを促す規定を追加した。

133 通知・通達
中小・地域金融機関向けの総
合的な監督指針

平成18年1月1日 金融庁
Ⅳ－４－２－７
－２

銀行代理業者に関
する報告書の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

134 通知・通達
中小・地域金融機関向けの総
合的な監督指針

平成18年1月1日 金融庁
Ⅳ－４－２－７
－２

銀行代理業者に関
する報告書の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

135 通知・通達
中小・地域金融機関向けの総
合的な監督指針

平成18年1月1日 金融庁
Ⅳ－４－２－７
－２

銀行代理業者に関
する報告書の縦覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

136 通知・通達
事務ガイドライン（前払式支
払手段発行者関係）

平成10年1月1日 金融庁 Ⅲ－2－1⑽③ 登録簿等の縦覧 往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。
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137 通知・通達
事務ガイドライン（資金移動
業者関係）

平成10年1月1日 金融庁 Ⅷ－２－１⑻③ 登録簿等の縦覧 往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

138 通知・通達
事務ガイドライン（暗号資産
交換業者関係）

平成10年1月1日 金融庁 Ⅲ－２－１⑺③ 登録簿等の縦覧 往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 未了

法令改正を要する７項目のアナログ規制点検対象条項
のフォローアップ一覧表の「閲覧縦覧ー金融庁１」の
条項（金融商品取引法第164条第７項（別表２の38番）
等）の法令改正とあわせて運用上の対応を行うことを
予定していたが、法案審査が遅れたため。

令和６年６月
左記理由のため、見直し時期を、７項目のアナログ規
制点検対象条項のフォローアップ一覧表対象条項と同
様の令和6年６月とする。

142 通知・通達
聴聞の運用のための具体的措
置について

平成6年4月25日総管
第102号

総務省 別紙二　Ⅱ

当該事案について
した調査の結果に
係る調書その他の
当該不利益処分の
原因となる事実を
証する資料の閲覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 完了済み

　行政手続法第18条で規定する「不利益処分の原因と
なる事実を証する資料」とは、不利益処分の原因とな
る事実の存在について確信を得る根拠となる書類その
他の物件を指し、不利益処分の名宛て人となる者（国
民）から入手した紙の証拠書類や現物で入手した証拠
物件も想定される。
　そのため、上記に示した紙の証拠書類や証拠物件な
どについては、実施主体である各行政機関の負担とな
らないよう可能な範囲において、デジタル化（デジタ
ルによる閲覧を基本）を推奨する旨を、令和６年３月
に作成した行政手続法ガイドラインに記載し、総務省
Webサイトに掲載するとともに、各府省及び地方公共
団体に周知した。

156 通知・通達
更生保護事業法施行規則の運
用について

平成14年6月10日保
更第357号

法務省 第二　六 財産目録等の閲覧 往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 完了済み

令和５年１１月に局長通達「更生保護事業法施行規則
の運用について」を一部改正し、財産目録等について
は、閲覧請求の提出を原則として電磁的記録の送信等
で行うことを明記した。

157 通知・通達
更生保護事業法施行規則の運
用について

平成14年6月10日保
更第357号

法務省 第二　六 財産目録等の閲覧 往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 完了済み
令和５年１１月に局長通達「更生保護事業法施行規則
の運用について」を一部改正し、閲覧を原則として電
磁的記録の送信等で行うことを明記した。

164 通知・通達
個人寄附に係る税額控除の対
象となる更生保護法人の証明
手続について

平成23年7月28日法
務省保更第368号

法務省 4 書類の閲覧 往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年４月に局長通達「「個人寄附に係る税額控除
の対象となる更生保護法人の証明手続について」を一
部改正し、閲覧請求の提出及び閲覧を原則として電磁
的記録の送信等で行うことを明記した。

165 通知・通達
「更生保護法人の税額控除証
明申請ガイドライン」の策定
について

平成23年7月28日法
務省保更第369号

法務省 Ⅳ　４ 寄附者名簿の閲覧 往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年４月に「更生保護法人の税額控除証明申請ガ
イドライン」の策定について」を一部改正し、閲覧請
求の提出及び閲覧を原則として電磁的記録の送信等で
行うことを明記した。

182 通知・通達 確定拠出年金制度について
平成13年８月21日年
発第213号

厚生労働省 別紙第１　９
企業型年金規約の
閲覧

往訪閲覧 2-3①
2-3①
2-3②
2-3③

要 令和６年３月まで 完了済み
企業型年金規約は既にデジタル技術を活用した閲覧が
可能となっている。

184 通知・通達
共済事業向けの総合的な監督
指針

平成18年3月31日経
営第7481号

農林水産省
Ⅲ―二―八―三
（１）

説明書類の縦覧 往訪閲覧
2-4①
2-4②

3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
向けの総合的な監督指針を令和６年３月に改正し（令
和６年３月29日付け５経営第3114号経営局長通知）、
説明資料の縦覧に当たっては、デジタル技術を活用し
た縦覧に努めるよう明記をし、省HPにおいて、デジタ
ル技術を活用した縦覧を基本とすることを旨とする
「農業協同組合等による往訪閲覧・縦覧規制及び書面
掲示規制の規定について」を公表した。上記対応は、
共済事業を行う農業協同組合等についても適用され
る。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_sid
o/index.html#sankoutsuuchi

185 通知・通達
共済事業向けの総合的な監督
指針

平成18年3月31日経
営第7481号

農林水産省
Ⅲ―二―八―三
（４）

説明書類の縦覧 往訪閲覧
2-4①
2-4②

3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
向けの総合的な監督指針を令和６年３月に改正し（令
和６年３月29日付け５経営第3114号経営局長通知）、
説明資料の縦覧に当たっては、デジタル技術を活用し
た縦覧に努めるよう明記をし、省HPにおいて、デジタ
ル技術を活用した縦覧を基本とすることを旨とする
「農業協同組合等による往訪閲覧・縦覧規制及び書面
掲示規制の規定について」を公表した。上記対応は、
共済事業を行う農業協同組合等についても適用され
る。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_sid
o/index.html#sankoutsuuchi

186 通知・通達

農業協同組合、農業協同組合
連合会及び農事組合法人向け
の総合的な監督指針（信用事
業及び共済事業のみに係るも
のを除く。）

平成23年2月28日経
営第6374号

農林水産省 Ⅱ―一―七―二 説明書類の縦覧 往訪閲覧
2-4①
2-4②

3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

左の通知を令和６年３月に改正し（令和６年３月29日
付け５経営第3114号経営局長通知）、説明資料の縦覧
に当たっては、デジタル技術を活用した縦覧に努める
よう明記をした。
また、令和６年３月に省HPにおいて、デジタル技術を
活用した縦覧を基本とすることを旨とする「農業協同
組合等による往訪閲覧・縦覧規制及び書面掲示規制の
規定について」を公表した。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_sid
o/index.html#sankoutsuuchi

187 通知・通達

農業協同組合、農業協同組合
連合会及び農事組合法人向け
の総合的な監督指針（信用事
業及び共済事業のみに係るも
のを除く。）

平成23年2月28日経
営第6374号

農林水産省 Ⅲ―二―二―一 説明書類の縦覧 往訪閲覧
2-4①
2-4②

3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

左の通知を令和６年３月に改正し（令和６年３月29日
付け５経営第3114号経営局長通知）、説明資料の縦覧
に当たっては、デジタル技術を活用した縦覧に努める
よう明記をした。
また、令和６年３月に省HPにおいて、デジタル技術を
活用した縦覧を基本とすることを旨とする「農業協同
組合等による往訪閲覧・縦覧規制及び書面掲示規制の
規定について」を公表した。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/sosiki/kyosoka/k_sid
o/index.html#sankoutsuuchi

195 通知・通達
地域森林計画及び国有林の地
域別の森林計画に関する事務
の取扱いについて

平成12年5月8日林野
計第154号

農林水産省 第五　七
計画書及び森林計
画図の縦覧

往訪閲覧
2-4①
2-4②

3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「地域森林計画及び国有林の地域別の
森林計画に関する事務の取扱いについて」（平成12年
５月８日付12林野計第154号）の改正により、地域森林
計画又は国有林森林計画の公表は都道府県又は森林管
理局のウェブサイトの掲載により行うことを基本とす
る旨を通知した。

228 通知・通達
樹木採取権制度ガイドライン
について

令和２年４月１日元
林国経第177号

農林水産省 第９章（５）
登録簿の附属書類
の閲覧

往訪閲覧 2-3①
2-3①
2-3②

要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「デジタル原則を踏まえた法令の適用
に係る解釈の明確化について」（令和６年３月27日付
５林政政第612号）の発出により、樹木採取権登録簿の
附属書類の閲覧請求はオンライン上で行うことを基本
とする旨通知した。

229 通知・通達
公益的機能維持増進協定取扱
い要領の運用について

平成25年3月28日24
林国経第62号

農林水産省 第４項
公益的機能維持増
進協定の閲覧

往訪閲覧
2-4①
2-4②

3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「デジタル原則を踏まえた法令の適用
に係る解釈の明確化について」（令和６年３月27日付
５林政政第612号）の発出により、公益的機能維持増進
協定の縦覧等はオンライン上で行うことを基本とする
旨通知した。

268 通知・通達

民間事業者の能力を活用した
市街地の整備を推進するため
の都市再生特別措置法等の一
部を改正する法律等の施行に
ついて（技術的助言）

平成17年10月24日国
住街 / 国都制第171
号

国土交通省 第１　六
保留地予定地に係
る権利の内容を記
載した簿書の閲覧

往訪閲覧
2-3①
2-3②
2-3③

3-3 要 令和６年３月まで 完了済み

本通知における閲覧は、土地区画整理法第84条第２項
に規定する閲覧を指しているところ、当該条項につい
ては、令和６年２月、「書面掲示規制及び往訪閲覧・
縦覧規制の見直し並びに財務状況等の監査におけるデ
ジタル技術の活用について（通知）」の発出により、
請求人の希望に応じて、請求から閲覧に至るまでのプ
ロセスをインターネット等の電磁的方法により完結す
ることを可能とするなどの対応を基本とすることを明
示し、見直しが完了した。

272 通知・通達
都市計画法及び建築基準法の
一部を改正する法律等の施行
について

平成5年6月25日住街
発 / 住指発第94号

国土交通省 第9
一団地の区域を表
示した図書の閲覧

往訪閲覧
2-4①
2-4②

3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「往訪閲覧・縦覧規制の見直しにおけ
るデジタル技術の活用について」（令和６年３月27日
付国住街第161号）の発出により、物理的な方法による
縦覧を行う場合であっても、併せてインターネット等
の電磁的方法による縦覧を行うことを基本とするなど
の対応を行うよう周知した。

273 通知・通達
都市計画法及び建築基準法の
一部を改正する法律等の施行
について

平成13年5月15日国
住街第40号

国土交通省 第5
特例敷地等を表示
した図書の縦覧

往訪閲覧
2-4①
2-4②

3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「往訪閲覧・縦覧規制の見直しにおけ
るデジタル技術の活用について」（令和６年３月27日
付国住街第161号）の発出により、物理的な方法による
縦覧を行う場合であっても、併せてインターネット等
の電磁的方法による縦覧を行うことを基本とするなど
の対応を行うよう周知した。

274 通知・通達
建築基準法等の一部を改正す
る法律の一部の施行について

平成14年12月27日国
住街第110号

国土交通省 第5
対象区域等を表示
した図書の縦覧

往訪閲覧
2-4①
2-4②

3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年３月、「往訪閲覧・縦覧規制の見直しにおけ
るデジタル技術の活用について」（令和６年３月27日
付国住街第161号）の発出により、物理的な方法による
縦覧を行う場合であっても、併せてインターネット等
の電磁的方法による縦覧を行うことを基本とするなど
の対応を行うよう周知した。

300 通知・通達

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律等の一部を改正する法
律等の施行による無害化処理
認定制度について

平成18年8月9日環廃
産発 / 環廃対発第
60809005号

環境省 第五　二
認定に係る処理施
設の維持管理に関
する事項の閲覧

往訪閲覧 1-① 3-4 要 令和６年３月まで 完了済み

令和６年２月、「環境省の所管する法令に係る民間事
業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の
利用に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」
（令和６年環境省令第６号）により、民間事業者等
（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信
の技術の利用に関する法律第２条第１号の民間事業者
等をいう。）は、書面の縦覧等に代えて当該書面に係
る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記
載した書類の縦覧等を行うことができることとした。

※見直しを進める中での事実確認等の結果を踏まえ、「所管省庁名」、「条項等」において記載を一部修正している。
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